
 
 

 

 

京都市生活安全ビジョン(案) 

御意見 募集中!! 
 

令和８年１月１５日(木)～令和８年２月１６日(月)まで 
  

 
 京都市では、平成１１年４月に施行した「京都市生活安全条例」に基づき、

生活安全施策を総合的かつ計画的に推進するための柱となる「京都市生活安全

基本計画」を策定し、「だれもが安心してくらせるまちづくり」を進めていま 

    す。 

 現行の第３次基本計画の終期を迎えるにあたり、新たに策定する「生活安全

ビジョン」は、第１次から第３次まで一貫して示されてきた基本的な考え方を

踏襲するもので、京都市政の基本方針である「京都基本構想」の生活安全分野

における施策の方向性を示す分野別計画として策定するものです。 

 
市民及び国内外から京都市を訪れた方々が、安心して生活し、また、滞在す

ることができる安全な地域社会の実現に向け、犯罪・交通事故の防止、被害拡

大防止のために京都市や市民・事業者の皆様が取り組む生活安全施策の方向性

を示しています。 

ビジョンの計画期間は、グローバル化の進展、ＩＣＴなどの先進技術の導入・

普及や新しいモビリティの出現、少子高齢化の進行など、さまざまな社会的条

件の変化とともに、地域での活動内容も変容していくことを踏まえ、１０年と

します。 

 また、具体的施策については、社会情勢の変容にあわせ、直面する課題に適

切に対応できるよう、毎年策定する事業計画において定めることとします。 

 
 「生活安全ビジョン」（案）には生活安全施策の方向性のほか、具体的な取組

例も記載しています。防犯や交通安全、犯罪被害等への支援に関する関心ごとや

不安、効果的な対策の提案などを募集しています。 

    普段から気になっていることなどを、そのままお伝えていただければ結構です。  

 

 

 

 

 

 

 

           

生活安全ビジョンとは？ 

どんな内容なの？ 

どんな意見を言えばいいの？ 

「生活安全ビジョン」（案）の詳細はホームページ

をご覧ください。 

ホームページ内の入力フォームから、ご意見をお送

りいただけます。  ホームページ 

はこちら 

QR 

御意見お待ち

しています。 

資料３



 
 

 

 

「京都市生活安全ビジョン」（案）についてのご意見記入用紙 
※ 本用紙以外の様式でのご提出、ホームページからの提出も可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご意見を取りまとめる際の参考といたしますので、差し支えなければ下記にご記入

ください。( 該当する項目に☑してください) 

年 齢 
□19 歳以下 □20 歳台 □30 歳台 □40 歳台 □50 歳台  

□60 歳台 □70 歳以上 

お住まい等 □京都市在住（   区）□京都市内に通勤・通学 □その他 

職業等 
□会社員 □公務員 □自営業 □フリーター □家事従事者 

□学生 □無職 

  

   

 

■ 募集期間：令和８年１月１５日（木）から２月１６日（月）まで 【必着】 

■ 提 出 先：京都市文化市民局文化市民部 くらし安全推進課 

【メール】kurashianzen@city.kyoto.lg.jp 【FAX】 ０７５－２１３－５５３９ 

【郵 送】〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地分庁舎Ｂ１ 

【Ｈ Ｐ】表紙の二次元コードから、入力フォームでご提出ください。 

■ 問 合 せ：くらし安全推進課（０７５－２２２－３１９３） 
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